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４ 居住誘導区域

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 面積が１ha 以上となる一団の工業系土地利用（拡大図） 

A= 2.44ha 

A= 1.97ha 

A= 1.21ha 

Ｅ拡大図 

豊川ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ 

F 拡大図 

A= 1.02ha 
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４ 居住誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 面積が１ha 以上となる一団の工業系土地利用（拡大図） 

G 拡大図 

A= 1.00ha 

A= 1.03ha 

H 拡大図 
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４ 居住誘導区域

 

ステップ②：本市の産業振興に資する公共公益施設の抽出 

・準工業地域のうち、令和 5 年度都市計画基礎調査における調査区の境界により豊川インターチ

ェンジの範囲を抽出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 東名高速道路豊川インターチェンジの区域 

 

 

豊川ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ 
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４ 居住誘導区域 
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４ 居住誘導区域

 

 

 

Ａ拡大図 

活力の維持・創出に向けた検討により居住誘導区域から除外する区域 

（準工業地域のうち居住誘導区域から除外する区域・拡大図） 

● 御津北部小学校 

B 拡大図 

三河国分尼寺跡 

史跡公園 
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三河国分寺跡 ● 


